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こ
ん
な
時
に
こ
ん
な

手
続
き
が
必
要
で
す

２０
歳
か
ら
で
す

国

民

年

金

就
職
し
た
と
き

退
職
し
た
と
き

配
偶
者
の
扶
養
に

入

っ

た

と

き

配
偶
者
の
扶
養
か
ら

は
ず
れ
た
と
き

海
外
転
出
す
る
と
き

帰
国
し
た
と
き

年
金
教
育

資
金
貸
付
年
金
担
保
融
資

年
金
住
宅
融
資

年
金
福
祉
施
設

こ
ん
な
時
に
こ
ん
な

年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

老
齢
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

遺
族
基
礎
年
金

寡

婦

年

金

死

亡

一

時

金

国
民
年
金
保
険
料

に

つ

い

て

国
民
年
金
保
険
料

保
険
料
の
口
座
振
替

お

得

な

前
納
割
引
制
度

保
険
料
の
免
除
制
度

学

生

の

納
付
特
例
制
度

２００１．６．２１（２）

私
た
ち
は
、
だ
れ
で
も
必
ず
歳
を
と
り
ま
す
。
ま
た
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
を
負
っ
た
り
、
事
故

等
不
測
の
事
態
に
ぶ
つ
か
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

年
金
制
度
は
、
高
齢
や
障
害
に
よ
っ
て
働
け
な
く
な
っ
た
り
、
働
き
手
を
失
っ
た
り
し
た
と
き
に
、

所
得
保
障
を
行
う
仕
組
み
で
、
世
代
と
世
代
が
支
え
合
う
制
度
で
す
。
国
民
年
金
は
自
営
業
者
、
自

由
業
者
を
は
じ
め
、
会
社
員
や
公
務
員
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
、
２０
歳
以
上
の
学
生
な
ど
が
加

入
し
、
一
人
ひ
と
り
が
共
通
の
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
国
が
運
営
し
て
い
る
制
度
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
国
民
年
金
課
（
�
７
２
４
・
２
１
２
７
）
へ
。

国
民
年
金
の
加
入
・
脱
退
・
変

更
な
ど
の
届
け
出
は
原
則
と
し
て

自
分
自
身
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

日
本
に
住
ん
で
い
る
２０
歳
以
上

６０
歳
未
満
の
方
は
、
だ
れ
も
が
国

民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
会
社
員
等
で
、
勤
務

先
で
厚
生
年
金
等
に
加
入
中
の
方

は
手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

町
田
市
で
は
、
２０
歳
の
誕
生
日

の
前
月
に
国
民
年
金
調
査
票
兼
加

入
届
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
必
ず

ご
回
答
下
さ
い
。

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方

が
就
職
に
よ
り
、
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
等
に
加
入
し
た
と
き
は
、

国
民
年
金
を
や
め
る
手
続
き
が
必

要
で
す
。

ま
た
、
被
扶
養
配
偶
者
が
い
る

方
は
、
そ
の
方
の
手
続
き
も
必
要

と
な
り
ま
す
。

退
職
等
に
よ
り
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
を
脱
退
し
た
方
で
、
６０
歳

未
満
の
方
は
国
民
年
金
に
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
被
扶
養
配
偶
者
の
い
る

方
は
、
そ
の
方
の
手
続
き
も
必
要

と
な
り
ま
す
。

結
婚
や
退
職
な
ど
に
よ
り
、
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
配
偶
者
の
扶
養
に
入
っ
た
方

は
、
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
配
偶
者
の
加
入
制
度
が

変
わ
っ
た
場
合
（
共
済
組
合
か
ら

厚
生
年
金
に
変
わ
っ
た
な
ど
）
や

転
職
し
た
場
合
も
届
け
出
が
必
要

で
す
。

な
お
、
国
民
年
金
第
３
号
被
保

険
者
の
保
険
料
は
、
配
偶
者
が
加

入
し
て
い
る
厚
生
年
金
や
共
済
組

合
が
負
担
し
ま
す
の
で
、
自
分
で

納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
配
偶
者
の
給
料
か
ら
ひ
か
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

離
婚
や
収
入
の
増
加
な
ど
で
、

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し

て
い
る
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
は
ず

れ
た
と
き
も
手
続
き
が
必
要
で

す
。
こ
の
場
合
、
国
民
年
金
の
保

険
料
は
自
分
で
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方

が
海
外
転
出
の
届
け
出
を
し
た
と

き
、
国
民
年
金
は
任
意
加
入
と
な

り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
国
民
年
金
に
引
き

続
き
加
入
の
希
望
を
す
る
か
、
脱

退
す
る
か
の
届
け
出
を
、
転
出
届

提
出
の
際
に
必
ず
行
っ
て
下
さ

い
。住

民
登
録
を
日
本
に
残
し
た
ま

ま
の
方
は
、
海
外
転
出
扱
い
と
は

な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
帰
国
し
て
住
民
登
録
を

し
た
時
か
ら
強
制
加
入
と
な
り
ま

す
の
で
、
届
け
出
を
し
て
下
さ

い
。

お
子
さ
ん
の
高
校
、
大
学
な

ど
の
入
学
金
、
授
業
料
、
下
宿

代
、
在
学
中
の
国
民
年
金
保
険

料
な
ど
教
育
資
金
の
融
資
制
度

が
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金
保
険

料
を
１０
年
以
上
納
め
て
い
れ
ば

（
過
去
２
年
間
に
保
険
料
の
未

納
が
な
い
こ
と
等
の
条
件
が
あ

り
ま
す
）
学
生
１
人
あ
た
り
５０

万
円
ま
で
借
り
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

�問
（
財
）
医
療
経
済
研
究
・
社

会
保
険
福
祉
協
会
�
０３
・
３
５

９
５
・
３
２
５
７

年
金
受
給
者
の
方
は
、
年
金

受
給
権
を
担
保
に
生
活
資
金
が

借
り
ら
れ
ま
す
。融
資
金
額
は
、

返
済
方
法
の
選
択
に
よ
り
異
な

り
ま
す
が
、
受
け
て
い
る
年
金

額
の
範
囲
内
、
ま
た
は
１
・
５

倍
以
内
で
最
低
１０
万
円
か
ら
最

高
２
５
０
万
円
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
。

�問
社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
保

険
部
年
金
貸
付
課
�
０３
・
３
４

３
８
・
０
２
２
４

住
宅
の
新
築
・
購
入
、
改
築

等
の
た
め
の
資
金
の
融
資
制
度

が
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金
保
険

料
を
３
年
以
上
納
め
て
い
る

人
で
あ
れ
ば
、
住
宅
金
融
公
庫

の
融
資
と
併
せ
て
低
利
で
借
り

ら
れ
ま
す
。
融
資
限
度
額
は
、

保
険
料
納
付
期
間
が
３
年
〜
９

年
の
人
は
４
３
０
万
円
、
１０
年

以
上
の
人
は
６
６
０
万
円
で

す
。

�問
住
宅
金
融
公
庫
本
店
�
０３
・

５
８
０
０
・
８
０
０
０
（
代
）

国
民
年
金
の
加
入
者
（
第
１

号
被
保
険
者
）や
受
給
権
者
は
、

全
国
各
地
に
あ
る
年
金
福
祉
施

設
を
割
引
料
金
で
利
用
で
き
ま

す
。

�問
（
社
）
全
国
国
民
年
金
福
祉

協
会
連
合
会
�
０３
・
５
４
８
９

・
１
４
１
１
（
代
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が

開
設
さ
れ
ま
し
た

平
成
１３
年
４
月
か
ら
国
民

年
金
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が

開
設
さ
れ
ま
し
た
。
町
田
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、「
暮
ら
し

の
ガ
イ
ド
」を
ご
覧
下
さ
い
。

国
民
年
金
全
般
に
関
す
る
相

談
等
を
お
受
け
す
る
た
め
に
年

金
指
導
員
が
お
伺
い
し
て
い
ま

す
。
そ
の
際
に
、
国
民
年
金
の

加
入
・
脱
退
・
変
更
手
続
き
や

口
座
振
替
（
自
動
払
込
）
の
申

し
込
み
、
保
険
料
免
除
の
申
請

等
を
お
受
け
し
ま
す
。

国
民
年
金
に
加
入
し
、
年
金
を

受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
保

険
料
を
納
め
て
い
る
方
は
、
次
の

よ
う
な
年
金
等
を
受
給
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
に
加
入
し
、
最
低
２５

年
以
上
の
保
険
料
納
付
期
間
が
あ

る
方
が
原
則
と
し
て
６５
歳
か
ら
受

給
で
き
ま
す
。
な
お
、
２５
年
の
受

給
資
格
期
間
に
は
次
の
期
間
も
含

ま
れ
ま
す
。

○
国
民
年
金
保
険
料
免
除
期
間

○
学
生
納
付
特
例
適
用
期
間

○
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
等
加
入

期
間

○
任
意
加
入
期
間
の
う
ち
、
加
入

し
な
か
っ
た
期
間

国
民
年
金
加
入
中
に
初
診
日
の

あ
る
病
気
や
ケ
ガ
で
、
国
民
年
金

障
害
認
定
基
準
１
級
ま
た
は
２
級

に
該
当
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
ま

す
。障

害
基
礎
年
金
の
申
請
を
す
る

た
め
に
は
、
初
診
日
の
前
々
月
を

基
準
に
加
入
期
間
の
３
分
の
２
以

上
の
納
付
・
免
除
及
び
学
生
納
付

特
例
適
用
期
間
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
平
成
１８
年
３
月
ま
で

は
直
近
の
１
年
間
に
未
納
が
な
け

れ
ば
良
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。ま

た
、
２０
歳
前
に
初
診
日
の
あ

る
方
は
、
納
付
要
件
に
か
か
わ
ら

ず
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。国

民
年
金
に
加
入
中
の
方
、
ま

た
は
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
資

格
の
あ
る
方
が
、
何
の
年
金
も
受

け
ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
方

に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
１８
歳

未
満
（
心
身
に
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
る

場
合
は
２０
歳
未
満
）
の
子
の
あ
る

妻
、ま
た
は
子
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
死
亡
し
た
方
の
納
付
状

況
や
、
遺
族
の
方
の
所
得
に
よ
っ

て
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。納

付
済
期
間
と
保
険
料
免
除
期

間
を
合
算
し
て
２５
年
以
上
あ
る
夫

が
、
何
の
年
金
も
受
け
ず
に
死
亡

し
た
場
合
、
婚
姻
期
間
が
１０
年
以

上
あ
る
妻
が
、
６０
歳
か
ら
６５
歳
ま

で
の
間
、受
け
ら
れ
る
年
金
で
す
。

な
お
、
一
定
の
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
第
１
号
被

保
険
者
と
し
て
３
年
以
上
納
め
た

方
が
、
何
の
年
金
も
受
け
ず
に
死

亡
し
、
な
お
か
つ
遺
族
基
礎
年
金

も
受
け
ら
れ
な
い
場
合
、
保
険
料

を
納
め
た
期
間
に
応
じ
て
遺
族
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
死
亡
一
時
金
と
寡
婦
年

金
の
両
方
を
受
け
ら
れ
る
場
合
に

は
選
択
に
よ
り
そ
の
１
つ
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

平
成
１３
年
度
の
保
険
料
は
、
定

額
で
１
３
、
３
０
０
円
で
す
。

ま
た
、
希
望
に
よ
り
定
額
保
険

料
に
付
加
保
険
料
（
４
０
０
円
）

を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
場
合
、
将
来
年
金
を
受
給
す
る

と
き
に
、
納
付
月
数
×
２
０
０
円

が
年
額
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
お
支
払
い

は
口
座
振
替
（
自
動
払
込
）
が
便

利
で
安
心
で
す
。

申
し
込
み
は
、
預
・
貯
金
通
帳

と
通
帳
届
出
印
、
納
付
書
を
持
っ

て
、
金
融
機
関（
郵
便
局
を
含
む
）

・
市
役
所
国
民
年
金
課
・
忠
生
・

南
・
な
る
せ
駅
前
・
鶴
川
・
堺
の

各
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
お
い
で
い
た

だ
く
か
、
申
込
書
を
国
民
年
金
課

へ
郵
送
し
て
下
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
お
支
払
い

に
は
、
納
付
月
か
ら
来
年
３
月
分

ま
で
一
括
で
納
付
す
る
と
お
得
な

割
引
制
度
が
あ
り
ま
す
。
国
民
年

金
課
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

経
済
的
理
由
等
で
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
る
の
が
困
難
な
と
き

は
、
免
除
の
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
ご
相
談
下
さ
い
。

平
成
１２
年
度
か
ら
２０
歳
以
上
の

学
生
で
本
人
所
得
が
一
定
額
以
下

で
あ
れ
ば
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ

り
在
学
中
の
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
を
要
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま

し
た（
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
）。

こ
の
制
度
の
適
用
期
間
は
、
受

給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、

年
金
受
給
額
に
は
反
映
し
ま
せ

ん
。た

だ
し
、
そ
の
期
間
の
保
険
料

を
１０
年
以
内
に
追
納
す
る
と
（
一

定
期
間
を
経
過
す
る
と
加
算
が
あ

り
ま
す
）
通
常
の
納
付
と
同
じ
扱

い
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
学
生
と
は
、
学
校
教
育

法
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学
院
・

短
期
大
学
を
含
む
）・
高
等
学
校

・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
等

及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
に

在
学
し
て
い
る
学
生
ま
た
は
生
徒

で
す（
夜
間
・
通
信
課
程
は
除
く
）。

年
金
指
導
員
が
伺
い
ま
す

知
っ
て

ト
ク
す
る

こ
ん
な
こ
と

未
来
の
架
橋

国
民
年
金

国民年金
特 集

２０歳が出発点
暮らしを支える国民年金


